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第14号様式 (第 8条関係 )

(そ の 1)

収 支 報 告 書 (tfn 5 +,n)(ふ り が な )

政 治 団 体 の 名 称

ぅぇルケわ` Jゝ Jヽらえル́夕tレ ｀

二 二企|ツ蟹二塗
2 主 た る事 務 所 の 所 在 地

たら1月 乳衆索脅ヤがしだ影ご/´/′g

3代 表 者 の 氏 名
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4 会 計 責 任 者 の 氏 名

んォニス
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連絡先
(担 当者)

′″ イ
グス_/り

ワ́

)

(電 話 ) ′プ′三_≠ 77チ ‐/33タ

※事務担当者の連絡先も収支報告書の日覧等の対象に含まれます。

必須様式(1/4)

の

□ 政党
□ 政党の支部
□ 政治資金団体

□ 政治資金規正法第 18条の2

_第 1項の規定による政治団体
団 その他の政治団体
□ その他の政治団体の支部

の

団 無

固 有
(以下は、指定「有」の場合のみ記入)

公 職 の 種 類

(■●・機相■0躙 )(現職 。候補者 )

資金管理団体

の届出を した

者 の 氏 名

の

治資金規正法第19条の 7第 1項
第 1号に係る国会議員関係政治団

□ 政治資金規正法第19条 の 7第 1項
2 に係 る

(■●・憫田■の
")(現

職 。候補者 )

公 職 の 種 類

公職の候補者

の  氏  名

資金管理団体の指定の期間

令和
令和

年
年

月

月
日から
日まで

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間

団体コー ド (備考 3) 年 分 整理区分 入 力
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(そ の 2)

1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

*@ t/'

前年報告書の繰越額)

く本年の収入)

(その13の合計を記入)
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(1)個人の負担する党費又は会費
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員 数   (党費又は会費を納入 した人の数 )
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「(2)寄附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分 金 額 備   考
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(■贈●0三分 :●人)
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θ
内RO(そ の7)に●入
(●離●の区分 :法人その他の日体)
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内讚書 〈その7)に日入
(書贈●0日分 :政治団体)
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必須様式(2/4)

(前年からの繰越額)

(本年 の 収 入 額 )2収 入項目別金額の内訳 の(1)～ (6)の計

ア か の寄附

(う ち特定寄附)

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政治団体からの寄附

ノJヽ言十 ((ア)+(イ )+(ウ ))

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの)



(そ の 6)

(6)そ の 他 の 収 入

摘 要 金 額 備 考
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本 頁 上 記 の 小 計 θ
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′

ノ

′

ユニ
ロ :

△
El

ノ

′

ノ

′

■■■

´
つ

ものについては、一括 して「 1件 10万円未満のもの」欄に合算 して計
上すること。
なお、預金利子については、同一金融機関の同一種類の預金利子であ

れば、証書番号が異なっていても、まとめて 1件 とし、その利子の合

計額が10万 円以上であれば、収入年月日ごとに内駅を記載すること。

その他颯入
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(そ の 7)

(7)# !tr A fi ffi (tn*ogrlitt:fl*tt6;t) 寄附者の区分 口個人 □法人その他の団体 □政治団体

寄附者 の氏名

(団体にあっては、その名称)

金 額 年月 日
住所 (団体にあっては主た
る事務所の所在地 )

職業 (団体に
あっては、代表
者の氏名 )

備 考
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本 頁 上 記 の 小 計 4-
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∠ゝ
ロ 計
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※ 「住所」相については、県外にあつては都道府県名から、県内にあつ
ては市郡名から てください。

,T日 ,―
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(例 )

2丁目2-2
3-3

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、5万円以下の寄附であっても、必要に応 じて記載
して差し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括してその合計額を「その他の寄附」相 (下から2行 日)に記載することができる。 書‖の肉訳



(1) 出の

項
口日 金 額 備 撃晏 (※ )

″
フ

1 経常経費

(1)人件費

(2)光 熱水費

(3)備 品・消耗品費

(4)事 務所費

小    計

′

r責●冒1■:口体」又は「■●■員■係政治団体」であ

⑥

る用口中の支出は、項目(人件費を除く)ごとに
その14に内Rを 1日●すること
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2 政治活動費

(1)組 織活動費

(2)選 挙関係費

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費

(4)調 査研究費

(5)寄 附 0交付金

(6)そ の他の経費

小    計
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(その 13)

3 支出項目用金日の内訳

※ 支出先が当該団体の本部又は支部であるものについては、項 目ごとの額を備考欄に記入 し、併せて
その内訳を様式 (そ の 16)に より報告すること。

☆支出がある場合には、本株式は必須となる。

ア 機関紙誌の発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

その他の事業費コE



(3)政治活動費の内訳 項目別区分」塾亀′22三Z些睦生整2_ (、復淋灯後紫 )

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団 体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備 考
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(そ の 1 5)

※ 「項目別区分」欄には、その 13「 2政治活動贄」中の(1)～ (6)(た だし(3)に ついて
はア～工)の いずれかの項目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、通宣小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、
個生⊆ヒ量ゴL生三二とL別豊 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」相にその合計額を記載すること。



(そ の 15)

※ 「項目別区分」相には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だし(3)について
はア～工)のいずれかの項目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に
沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載し、
個生∠と±二 企二二とに別菫 とすること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」相にその合計額を記載すること。

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 1左笙」Δ血生と2互蟹望宝壺≧∠笠 (夕
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)

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称〉

支出を受けた者の住所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)

備 考
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(その 17)

1資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

項 目 別 区 分 畿r(※ )

偏
任 備   考

ア 土  地 □ 団

イ 建  物 函

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ ビ

工 取得の価額が 100万 円を超える動産 □ ビ

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又 は貯金 (普通貯金を除く。) 団

力 金銭信託 □

キ 有価証券 ビ

ク 出資による権利 □ ビ

ケ 貸付先ごとの残高が 100万円を超える貸付金 「

¬
L」 И

コ 支払われた金額が 100万円を超える敷金 □ 図

サ 取得の価額が 100万円を超える施設の利用に関する権利 □ 図

シ 借入先ごとの残高が 100万円を超える借入金 □ 図

必須様式(3/4)
※ 有の場合、その内訳を様式 (その 18)に 記入すること。

□

□

図

□



(その 20)

たと,
・

ニ
日
一

誓  書

添付書類 (別添のとおり)

□ 1 領収書等の写し

2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。 )

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

宣誓日

令 和 /+Z nzo E

政治団体の名称 上 耳 わ 昇 像ゴ%か

*ttr*aoft.a fr t 【署名又は記名押印】

※ 以下は目□E遍劇E童壺由國図E=」口■L」麗磁麗L謹日主主二重口■□腱EL」と日LΔすること。

代表者の氏名 【署名又は記名押印】

1 会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書

類の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

2政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提

出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面

及び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでな
い 。

必須株式(4/4)


